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○
行
田
市
地
区
計
画
区
域
内
に
お

け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
原

案
可
決
）

長
野
地
区
の
地
区
計
画
変
更
に

よ
り
、
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、

地
区
整
備
計
画
に
定
め
る
建
築
物

等
の
用
途
の
制
限
を
緩
和
す
る
も

の
で
、
新
た
に
Ｅ
地
区
を
設
定
し
、

引
き
続
き
実
効
性
の
あ
る
建
築
制

限
を
行
う
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑

な
ぜ
地
区
計
画
を
変
更
す

る
の
か
。

答

地
区
計
画
の
変
更
は
、
産
業

振
興
の
観
点
か
ら
土
地
利
用
を
変

更
す
る
も
の
で
、
周
辺
の
住
環
境

へ
の
影
響
に
十
分
な
配
慮
を
し
つ

つ
、
工
場
の
操
業
環
境
を
向
上
す

る
こ
と
に
よ
り
、
本
地
区
に
企
業

を
誘
致
し
、
産
業
振
興
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

○
行
田
市
下
水
道
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

国
税
及
び
地
方
税
に
係
る
延
滞

金
の
見
直
し
に
合
わ
せ
、
下
水
道

使
用
料
に
係
る
延
滞
金
を
見
直
す

と
と
も
に
、
平
成
26
年
４
月
１
日

か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の

税
率
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

１
日
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
税
率
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
本
市
水
道
事
業
及
び
南
河

原
地
区
簡
易
水
道
事
業
に
お
け
る

水
道
料
金
、
口
径
別
加
入
金
及
び

給
水
装
置
の
工
事
費
に
加
算
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額

の
改
定
に
つ
い
て
、
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

質
疑

消
費
税
増
税
に
よ
り
５
％

か
ら
８
％
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に

よ
り
新
た
な
市
民
負
担
は
ど
れ
く

ら
い
か
。

答

一
般
家
庭
の
水
道
の
み
の
使

用
世
帯
で
一
月
当
た
り
80
円
、
水

道
と
下
水
道
の
使
用
世
帯
で
一
月

当
た
り
１
３
９
円
の
負
担
増
と
な

る
。

質
疑

市
民
へ
の
対
応
、
周
知
に

つ
い
て

答

消
費
税
の
経
過
措
置
等
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
報
「
ぎ
ょ
う
だ
」
及
び
「
水
道

議場風景（12月定例会）

12 月 定 例 会

12月定例会には、市長
提出議案10件が提出され、
すべてを原案のとおり可
決・認定としました。
主な議案の内容は次の
とおりです。

市
長
提
出
議
案

下
水
道
使
用
料
に
加
算
す
る
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
の
改

定
に
つ
い
て
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
あ
る
。

○
行
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
受

益
者
負
担
金
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

平
成
23
年
度
に
事
業
認
可
を
取

得
し
た
区
域
の
う
ち
、
平
成
25
年

度
よ
り
管
渠
整
備
に
着
手
し
た
、

元
荒
川
第
10
区
処
理
分
区
の
一
部

（
分
流
区
域
　
藤
原
町
１
丁
目
か

ら
３
丁
目
及
び
大
字
若
小
玉
の
一

部
）
の
区
域
に
つ
い
て
、
下
水
道

の
整
備
に
伴
う
受
益
者
負
担
金
を

平
成
26
年
度
か
ら
賦
課
す
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
新
た
に
整
備
を
行
う
区

域
の
負
担
区
の
名
称
を
「
第
８
負

担
区
」
と
し
、
単
位
負
担
額
を

１
㎡
当
た
り
３
５
０
円
と
定
め
る

も
の
で
あ
る
。

○
行
田
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
原
案
可

決
）

○
行
田
市
南
河
原
地
区
簡
易
水
道

事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
原
案
可
決
）

両
議
案
と
も
、
平
成
26
年
４
月
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西部配水場


